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へ民商困たっの商売 笑顔っ にを困

税務署

滞納の相談も

早めのご相談を民商

たっ

ケータイでもOK!

滞納の相談も

国保料や社会保険料にも適用
でき
ます
。

●商売に役立つ情報がいっぱい「全国商工新聞」月500円

　民商は全国約１８万人の業者仲間が結集。地域に根ざした自営業者の団体です。
厳しい営業環境ですが、いっしょに苦境をのりこえ、元気に商売続けましょう！
府下５６ヶ所、行政区ごとに相談できる事務所があります。お近くの民商へ、お気軽に！

　申告書や源泉徴収票へのマイナンバーの記載、消費税8％で納税額が増加…
様々な義務と負担の押しつけが中小業者の営業とくらしを圧迫しています。
民商で一緒にしっかりと対策して、元気に商売続けましょう。

早めに
相談

※2015年分の確定申告に番号はいりません。ご注意を!
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くわしくは民商へ！

Q：番号記載しなくても申告書は受理される?
A：受理します。
Q：番号を記載しないと、罰則はありますか?
A：罰則も不利益な扱いもありません。
Q：従業員等から番号を集めないと、罰則はありますか?
A：罰則も不利益な扱いもありません。

小規模資金 1,250万円まで
返済7年以内、金利1.6％、保証料1.35％（大阪府）

　借りる立場で親身に相談。経営改善、返済猶予
など条件変更の相談も民商へ。

民商民商

事業主も安心

資金ぐり 低利・保証人なしの
公的融資

の商売 笑顔っ に へへを

こんな
調査・指導は
すぐ民商へ！

●税務署から「おたずね」「呼び出し」
　文書が来た。
●事前の通知もなく、突然、税務調査が始まった。
●無理やり帳簿や資料を持ってかえられた。
●修正申告を強要。強引に調書を書かされた。

領収書整理からパソコン記帳までOK
経費見直し、資金ぐりなど経営に役立つ
税金の仕組みが分かり、権利も学べる

民商で３つの
パワーアップ

聞ける
分かる
できる！
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領収書整理から
パソコン記帳までOK！
 経費見直し、
資金ぐりなど経営に役立つ
 税金の仕組みが分かり、
権利も学べる

民商で つの記帳３
パワーアップ

聞ける
分かる
できる！
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詳しくはwebで 民商おおさか

土日もOK（午前10時から受付）営業とくらしの相談は

0120-22-0000
ウェブ検索
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申告 記帳民商でで
早めのご相談を

要注意！

マイナンバーの取り扱い 民商で納得の申告・記帳を
税務署は相談に乗ってくれない？

　今年の確定申告書（2016年分）からマイナン
バーの記載がスタート。しかし厳格な番号管理が要
求され、漏洩すれば刑事罰・罰金が…。こんな重い
義務と負担には耐えられません。

※番号がなくても保険金、返戻金は受取れます。
※従業員が事業主に番号を伝える義務はありません。

　この間、税務署はパソコンでの
「スマート申告」を推進しており、相
談体制を縮小する方針です。相談
会場はさらに削減され、開設期間も
短縮されます。

税金が払えない場合、納税緩和制度が使えます。

※国保・住民税・社会保険料にも適用できます。

滞納の相談も
身銭を切らされる消費税や税務署の差押えで

廃業になる人もいます。
民商では、「納税の猶予」や「滞納処分の停止」、

分割納付の交渉もすすめています。
滞納・差押えは放っておかずに、
民商に相談してください。

滞納の相談も

国税庁は「番号なくても受け取る。罰則もない。」
と言っています。

新制度 申請型 換価の猶予 の場合
カンカ ユウヨ

申　請 納期限から6ヶ月以内

分　納 払える額で1年、延長1年（計2年）

延滞税 9.1% 1.8%


